
仙台市子ども・子育て会議の概要 

 

１ 設置の根拠 

   子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）第 72条第 1項及び就学前の子どもに関する教

育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18年法律第 77号）第 25条の規定に基づく，

審議会その他の合議制の機関として，仙台市子ども・子育て会議条例（平成 25 年仙台市条例第 3

号。以下「条例」という。）第 1条に基づき設置している。 

 

２ 所掌事項 

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する

法律により，その権限に属せられた事項の調査審議 

（主な調査審議事項） 

・特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する事項 

   ・特定地域型保育事業の利用定員の設定に関する事項 

・市町村子ども・子育て支援事業計画に関する事項 

・子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進等に関する事項 

・幼保連携型認定こども園に係る設置等の認可等に関する事項 

     

３ 組織 

   委員は，子どもの保護者，事業主を代表する者，労働者を代表する者，子ども・子育て支援に関

する事業に従事する者，子ども・子育て支援に関し学識経験のある者，その他市長が適当と認める

者のうちから市長が委嘱する（条例第 3条第 2項）。委員 25人以内をもって組織し（条例第 3条第

1項），委員の任期は 3年とする（条例第 4条）。 

   特別の事項を調査審議するため必要があるときは，臨時委員を置くことができる（条例第 6条）。 

 

４ 議事 

定足数 委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数（条例第 7条第 2項） 

   議事  出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる（条例第 7条第 3項）。 

５ 部会 

   子ども・子育て会議は，部会を置くことができる（条例第 8条第 1項）とされており，現在以下

の部会を設置している。 

名   称 調 査 審 議 事 項 

認定こども園認可及び教育・保

育施設等確認に関する審査部

会 

幼保連携型認定こども園の設置等の認可に関する事項 

幼保連携型認定こども園の事業の停止等の命令に関する事項 

幼保連携型認定こども園の設置等の認可の取り消しに関する事項 

特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する事項 

特定地域型保育事業の利用定員の設定に関する事項 

前に掲げる事項の他，関連する事項 
 


